
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続財産の範囲 

Ｑ：相続税は相続人の住所がどこにあるか

によって、課税対象となる財産の範囲が違う

そうですが、どのようになっているのです

か？ 

 

Ａ：次のように取扱われます。 

【解説】 

 相続税の対象となる財産の範囲は、相続人

等の住所がどこにあるかによって、次のよう

に扱われることとされています。 

①日本に住所がある者 

日本に住所がある者が相続財産を取得した

場合は、その取得したすべての財産が相続

税の対象となります。 

②日本に住所がない者 

日本に住所がない者が相続財産を取得した

場合は、その相続財産のうち、日本国内に

ある財産のみが相続税の対象となります。

ただし、③に該当する者を除きます。 

③日本に住所はないが日本国籍を有している 

 者 

 日本に住所はないが日本国籍を有している 

 者(財産を取得した者又はその相続にかか 

 る被相続人が、その相続開始前５年以内に 

 日本国内に住所を有したことがある場合に 

 限ります)が相続財産を取得した場合は、そ 

 の取得した全ての財産が相続税の対象とな 

 ります。 

④相続時精算課税の適用を受けた者 

相続時精算課税制度の適用を受けた場合は、

その適用の対象となった財産は相続税の対象

となります。  
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